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１ 計画策定の背景及び目的 

かつて本県には、奥羽山脈の東斜面と牡鹿半島から北上川流域にかけての一帯に

サルの二大生息地域があり、これらはおそらく県北の山岳地帯で連結し、一つの巨大

な地域個体群を形成していた可能性が高い（伊沢･遠藤、1987a）。 

それが、明治初期（1870 年代）から戦後（1945 年以降）にかけて人口増加による

居住地域や耕作地、針葉樹の植林地等が拡大し、明治中期（1890 年代）以降狩猟用

銃器が一般に普及したことにより、ニホンザルの個体数や生息地域は急速に縮小し

た。さらに、戦後（1945 年以降）の機械化による森林の大面積皆伐によって一層の

拍車がかかり、日本列島の多くの地域でサルの群れが消滅していった（伊沢･遠藤、

1987a、b、三戸･渡辺、1999）。 

しかし、戦後（1945 年以降）の早い時期に伐採された森林の放置による多様な自

然植生の回復によるサルの食物事情の良好化、気候温暖化による積雪量の減少など

による若年･老齢個体の死亡率の低下、さらには、イネ科など陽生植物が林道に沿っ

て繁茂し、サルの主要な食物になっていったことなどの要因で、昭和 50（1975）年

代以降県内に生息する群れの多くが個体数を増加させ、分裂して群れの数を増やし、

群れの生息地域は再び拡大の一途をたどるようになった。 

このような状況の変化を背景に、昭和 30（1955）年には七ヶ宿町稲子地区におい

て福島県側から進出してきたサルの群れによる農作物被害が発生し始め（自然環境

研究センター、1994）、昭和 50（1975）年代後半以降は県内のいくつもの地域で見

られるようになり、現在では仙台市、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、丸森町、

及び加美町において被害が発生しており、それに伴う耕作放棄地の増加も問題視さ

れている。また、サルの人馴れも急速に進んでいる。 

このような状況を受け、県では「人とニホンザルとの良好な関係」（※１）の再構

築に向けて、平成 17（2005）年度に「宮城県ニホンザル保護管理計画」（以下「第一

期計画」という。）を、また、平成 19（2007）年度に「第二期宮城県ニホンザル保護

管理計画」（以下「第二期計画」という。）を、さらに、平成 25（2013）年度に「第

三期宮城県ニホンザル保護管理計画（平成 26（2014）年 5 月に公布された「鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき「第三期宮城県ニホンザル

管理計画」に改定。）を、そして、平成 29（2017）年度には「第四期ニホンザル管理

計画」（以下「第四期計画」という。）を策定してきた。本県のニホンザルについては

特定計画の対象鳥獣区分を「第二種特定鳥獣」（※２）としている。 

これらの計画に基づき、県及び計画対象市町村では、実施計画を策定し、ニホンザ

ル管理事業を進めてきた。当該計画に基づく追い上げや被害防除対策等の各種対策

が効果を挙げた市町村もあるが、依然として被害が発生していることや個体数は

年々増加しており、新たに被害が発生した地域もある。良好な関係を維持する具体的

な対策を講じ、管理事業を継続する必要があるため、令和 4（2022）年 3 月に「第
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五期宮城県ニホンザル管理計画」（以下「第五期計画」という。）を策定する。 

 

（※１） 人とサルとが互いに一定の距離（サルが農作物を求めてむやみに人里に下り

てくることがなく、また、人に襲いかかったり、噛
か

みついたり、威嚇したり、

家屋に侵入して食物を物色するといった直接、間接の危害がないような状態）

を保ち、人にとってサルは、山へ分け入らなければ簡単には見ることのできな

い存在として、両者が一定の緊張関係を維持している状況。 

（※２） 生息数の増加又は生息地の拡大により、顕著な農林水産業被害等の人とのあ

つれきが深刻化している鳥獣、自然生態系のかく乱を引き起こしている鳥獣等

であって、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展

を図る観点から、長期的な観点から当該鳥獣の地域個体群の安定的な維持を図

りつつ、当該鳥獣の生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な

範囲に縮小させる必要があると認められるもの。 

 

２ 管理すべき鳥獣の種類 

ニホンザル（Macaca fuscata） 

 

３ 計画の期間 

「第１３次鳥獣保護管理事業計画」（計画期間：令和 4（2022）年 4 月 1 日から令

和 9（2027）年 3 月 31 日まで）との整合性を図るため、令和 4（2022）年 4 月 1 日

から令和 9（2027）年 3 月 31 日までの 5 ヵ年とする。 

ただし、計画期間内であっても、ニホンザルの生息状況等に大きな変動が生じた場

合には、計画の見直し等を検討するものとする。 

ニホンザル管理計画一覧 

名 称 期  間 備 考 

宮城県ニホンザル保護管理計画 
平成１７年４月１日から 

平成１９年３月３１日まで 
３年間 

第二期宮城県ニホンザル保護管理計画 
平成１９年４月１日から 

平成２４年３月３１日まで 
５年間 

第二期宮城県ニホンザル保護管理計画 

（改訂版） 

平成１９年４月１日から 

平成２５年３月３１日まで 

（震災の影響により第二期計画を１年延長） 

６年間 

第三期宮城県ニホンザル管理計画 

（平成２７年４月第三期宮城県ニホン

ザル保護管理計画から改定） 

平成２５年４月１日から 

平成２９年３月３１日まで 
４年間 

第四期宮城県ニホンザル管理計画 
平成２９年４月１日から 

平成３４年３月３１日まで 
５年間 
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４ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 

県内で群れが生息している市町村（純野生個体群の金華山（石巻市）は除く） 

（仙台市、白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、丸森町、山元町、大和町、

加美町（令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 10 市町、総面積約 2、931 ㎢）） 

※純野生個体群とは、人の生活圏に関わらない自然繁殖群のこと。宮城県金華山島

は一般の民家や農耕地がなく、生息群は自生植物などを食料とし、繁殖してい

る。 

 

５ 管理の現状 

(1)  生息状況 

イ 群れの分布 

かつて、県内の群れ分布は、「南奥羽･飯豊南個体群」、「原町個体群」、「金華山

個体群」の 3 つの地域個体群に分けて把握されていた（大井ほか、1997）。しか

し、県が令和 3（2021）年に合同会社東北野生動物保護管理センターに委託して

実施した県内全域を対象とした野生ニホンザルの生息状況調査結果（東北野生動

物保護管理センター、2021）によれば、図 1-1 に示したように、特に南奥羽･飯

豊南個体群内で、群れは連続して分布しているのではなく、明確な空白地帯がい

くつかあり、そこに生息するようになった歴史も異なることが明らかになった。

一方で、この地域個体群内の群れは、同図に示すとおり、一定の広がりをもった

複数の連続分布を形成していることも明らかになった。このことから、これまで

の保護管理計画は、複数の群れの連続分布をそれぞれ 1 つのポピュレーションと

捉えて策定することが妥当であると考え、実施してきたところである。 

現在、県内には、表１に示すように 7 つのポピュレーションに 63 群が生息し

ている。図 1-1 に県内におけるポピュレーションの空間配置を、図 1-2 から 1-8

までに各ポピュレーションに属する群れの空間配置図を示した（東北野生動物保

護管理センター、2021）。 

令和 3（2021）年度の調査結果のうち、「高倉山Ｂ群」が平成 31（令和元、1989）

年度までの推定遊動域から北東方向（仙台市と大和町の市町境周辺）に移動した

ことから、個体数及び生息域の継続調査により新たに判明した推定遊動域を図 1-

4 に示した。 

そのほか、全頭捕獲による消失 1 群、分裂 2 群、名称の改称 3 群、新たに生息

が判明した 2 群がそれぞれ確認された。 

推定総頭数については、群れの総個体数 2、295 頭、群れ外オス 689 頭、合計

3、221 頭であり（令和 4（2022）年 2 月末現在）、令和 2（2021）年度と比較し

て 57 頭（1.8％）増加している。生息頭数の推移を図 2 に示した。 
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表 1．県内に生息するポピュレーション及び群れ・頭数 

ポピュレーション名 市町村 群れ数 頭数 

①  加美ポピュレーション 加美町 4 132 

②  仙台・川崎ポピュレーション 

仙台市 

川崎町 

蔵王町 

21 787 

③  七ヶ宿ポピュレーション 七ヶ宿町 13 621 

④  白石ポピュレーション 
白石市 

七ヶ宿町 
11 430 

⑤  丸森西部ポピュレーション 丸森町 1 18 

⑥  丸森東部ポピュレーション 

丸森町 

角田市 

山元町 

7 307 

⑦  金華山ポピュレーション 石巻市 6 237 

計  7 ポピュレーション 63 群 2、532 

  群れ外オス 689 

  計 3、221 

 

※大崎（松山・鹿島台）ポピュレーションは平成 23（2011）年度に群れの消滅が確

認されている。 
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図 1-1. 群れとポピュレーションの空間配置 ※本書末に出典表記 
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図 1-2. 加美ポピュレーションに属する 4 群の推定遊動域 
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図 1-3. 仙台・川崎ポピュレーションに属する 21 群の推定遊動域 
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図 1-4. 仙台・川崎ポピュレーション「高倉山 B 群」の推定遊動域の変化 

 

 

図 1-5. 七ヶ宿ポピュレーションに属する 13 群の推定遊動域 
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図 1-6. 白石ポピュレーションに属する 11 群の推定遊動域 

 

 

図 1-7. 丸森西部ポピュレーションに属する「耕野の群れ」の推定遊動域 
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図 1-8. 丸森東部ポピュレーションに属する 7 群の推定遊動域 

 

 

 

図 2．生息頭数の推移 
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ロ 隣接県との関係 

 県内の群れ分布に関しては、そのいずれのポピュレーションを見ても、孤立的

ないし閉鎖的な存在ではなく、県内のポピュレーションに加え、隣接県のポピュ

レーションとも県境をはさんで密接な関係をもった存在となっている。 

 前記イの「群れの分布」で述べた空間配置は、群れの遊動域の大幅な拡張や群

れの分裂、分裂群の大移動といった、各ポピュレーションが持つ諸種の要因によ

って今後も変化していくと考えられる。さらに、隣接県の群れ分布の在り方から

も強い影響を受けて変化するものと考えられる。 

 環境省自然環境局生物多様性センターが平成 22（2010）年に実施した自然環

境保全基礎調査の結果を図 3 に示した。本県の群れ分布は、山形県及び福島県と

生息分布が連続している地域があり、隣接県から今後も群れが進出してくる可能

性がある。特に、平成 22（2010）年度以降、七ヶ宿ポピュレーションにおいて、

山形県及び福島県との県境を行き来する群れも多く存在している。また、丸森東

部ポピュレーションや白石ポピュレーションでも福島県との県境を行き来する

群れが複数確認されている。平成 29（2017）年度には丸森町中央部に位置する

薄平地区において、令和 2（2020）年度には白石市南部の越河地区において、新

たに群れの生息が確認され、その後の追跡調査によりこの群れは福島県側から進

出してきたと考えられる（東北野生動物保護管理センター、2019、2020）。 

図 3. ニホンザルの群れの分布状況 

「平成 22 年度自然環境保全基礎調査（環境省生物多様性センター、2011）」  
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ハ 群れ外オスの生息状況 

ニホンザルの群れは母系であり、すべてのオスは遅かれ早かれ生まれた群れを

出る。そして群れを出たオス（「群れ外オス」）は、どこかの群れについて歩く「追

随オス」となるか、群れとは独立して行動する「非追随オス」になる。県内の群

れ外オスのうち非追随オス（一般には「ハナレザル」と呼ばれる。） は、ほぼ県

全域に出没している。 

群れが生息している地域では、1～数頭で行動するニホンザルの目撃情報だけで、

そのサルがハナレザルなのか群れに属しているサルか判別がつかない。ハナレザ

ルの出没情報の収集は、ただ単にニホンザルがいたというデータを蓄積すること

以外に、今後群れの分裂や群れの遊動域拡大により、新たな地域へ進出したりす

る可能性を推測することや、隣接県からの群れの侵入状況を把握することなどに

有用である。今後も情報収集を継続する。 

なお、令和 3（2021）年度の出没情報については、表 2 に示した（合同会社東

北野生動物保護管理センター、2021）。 

 

No. 時期 場所 目撃頭数 備考 

1 令和 4年 1月 13日 蔵王町遠刈田温泉付近 オス 1頭 人馴れが顕著な個体（被害なし） 

2 令和 4年 1月 17日 蔵王町遠刈田温泉付近 オス 1頭 人馴れが顕著な個体（被害なし） 

3 令和 4年 1月 24日 蔵王町遠刈田温泉小妻坂 オス 1頭 人馴れが顕著な個体（被害なし） 

4 令和 4年 1月 25日 蔵王町遠刈田温泉小妻坂 オス 1頭 人馴れが顕著な個体（被害なし） 

5 令和 4年 1月 26日 蔵王町遠刈田温泉小妻坂 オス 1頭 人馴れが顕著な個体（被害なし） 

 

表 2. ハナレザルの出没情報 
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(2)  生息環境 

イ 群れ分布と植生および地形との関係 

令和 3（2021）年 3 月発行の宮城県土地利用基本計画図では、それぞれの地域

が重複している部分もあるが、県土は都市地域、農業地域、森林地域、自然公園

地域、自然保全地域の 5 地域に区分されている。そのうち森林地域を図４に示し

ている。なお、国有林と地域森林計画対象民有林に区別されるが、図上では区別

せずに表記している。 

この図から読み取れる県内における群れ分布の特徴は二つある。一つは、現在

の群れ分布は森林地域によく収まっているということである。しかしながら、こ

の特徴は反面、県内にはまだ広域に群れの進出可能な地域があり、今後とも群れ

の大移動(図 1-4 参照)や群れの大幅な遊動域拡張が起こる可能性があることを示

唆する特徴とも考えられる。 

もう一つの特徴は、多くの群れの遊動域内に、標高 600ｍ以下の丘陵地帯（600

ｍから 1、000ｍ以下の低い山を含まない。）が含まれていることである。これは、

現在すべての群れが直接的間接的に農作物被害を起こしているが、県内では 600

ｍ以下の丘陵地帯の多くに人家があり農耕地が広がっている事実とよく符合す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 総括図による森林地域及び山岳･丘陵地帯と群れ分布との関係 
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ロ 群れの遊動域拡大と水系の関係 

 県内に生息するほとんどの群れは水系を中心に遊動域を構えている。そして、

一つの水系に 1 群のみが生息する場合と、複数群が上流から下流へ連続して生息

する場合の二通りがある（図 1-1 参照）。いずれの場合も、群れはより下流域、

すなわち人家や耕作地がより多い地域へと遊動域を拡大してきている。 

 

(3)  農作物の被害状況 

群れによる農作物被害は、昭和 30（1955）年に県南の七ヶ宿町で発生し始め 、

昭和 50（1975）年代後半以降は県中央部の仙台市、平成 2（1990）年代に入って

からは県北の加美町や県南の白石市でも発生するようになった。 

さらに、被害地域の多くが過疎化や高齢化が進んでいる山間地域であり、たび重

なる農作物被害によって耕作意欲が低下し、それに伴う耕作放棄地の増大も大きな

問題となっている。 

なお、群れ外オス（追随オスと非追随オス）による農作物被害は、それ程多く報

告されてはいないが、これは、追随オスの場合は通常群れに含めて把握されている

こと、非追随オスの場合は 1 頭から数頭という少数であり、１か所に定着せずに農

作物に被害を与えても一時的で、かつ、群れと比較して被害が極めて少量であるこ

とがその理由である。 

しかしながら、もし追随オスが人や人工物に馴れ、農作物の採食にもすっかり馴

染んでしまった群れ出身の個体であり、そのような習慣を身につけたまま他の群れ

に追随するようになれば、その群れは、今は人馴れしておらず農作物への依存度が

低くても、今後は追随オスの影響を強く受けて急速に人馴れが進み、農作物の採食

へ傾斜していくことが強く懸念される。 

図 5、図 6、及び図 7 には、県内の平成 3（1991）年から令和 2（2020）年まで

の農業被害（農作物被害面積、被害量、被害額）の推移を示した（農政部農山漁村

なりわい課調べ）。 

平成 19（2007）年度に被害量及び被害額が突出しているものの、翌年度には大

幅に減少し、平成 26（2014）年度からは緩やかな減少傾向にあり、市町村の実施

計画に基づく被害対策の効果が現れているものと考えられる。 

なお、図 5 から図 7 までに示した被害面積、被害量及び被害金額については、増

減の相関が見られない年度もあるが、これは農作物により面積あたりの収量や単価

が異なる等の影響が考えられる。 
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図 5．平成 3（1991）年～令和 3（2021）年の農作物被害面積の推移 

 

 

図 6. 平成 3（1991）年～令和 3（2021）年の農作物被害量の推移 

 

 

図 7. 平成 3（1991）年～令和 3（2021）年の農作物被害額の推移 
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(4)  被害対策の現状 

農作物被害が発生している地域で実施されている防除対策は、全国各地で実施さ

れている対策とほぼ同様であるが、県内市町村が第四期計画期間中に実施した被害

対策の概要を表 3 に示した。県では、仙台・川崎ポピュレーションを中心に追い上

げ効果の検証及び生息状況調査を実施してきた。 

なお、参考として、全国各地で実施されている農作物被害対策の種類とそれぞれ

の長所及び短所と考えられる事項を「資料」の 3 に整理した。 

 

表 3. 県内各市町村が実施したニホンザルによる農作物被害対策の概要 

市町村名 実施している被害対策の概要 

仙台市 

「計画に基づく捕獲」、「防除柵（電気柵等）の設置支援」、「発信機の増設、発

信機を利用した位置情報の提供」、「市ＨＰ＜サル群れ情報マップ＞ほかパンフ

等による広報・啓発（放棄・取り残し農作物、収穫残渣の除去、供物の持ち帰

り等）」、「ロケット花火等による追い上げ」、「野生動物に関する基礎情報の提供」 

白石市 
｢計画に基づく捕獲｣、「電気柵の設置（導入補助）｣、｢花火による追い払い｣、

｢放棄・取り残し農作物の除去の指導｣、｢生ごみの適正処理指導」 

蔵王町 

「計画に基づく捕獲」、「餌付け禁止看板の設置」、「電気柵・防護柵設置補助」、

「銃器及び花火による追い払い・追い上げの実施」、「パトロールの実施」、「廃

棄野菜・生ゴミ等の除去を指導」、「山林部との緩衝帯の整備」、「生息状況及び

群れ評価レベル調査の実施」、「南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会との連携協議」 

七ヶ宿町 

｢計画に基づく捕獲｣、「電気柵及びネット等の設置（導入補助）｣、｢銃器及び花

火による追い払い｣、｢放棄・取り残し農作物の除去の指導｣、｢耕作放棄地の軽

減｣、「南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会との連携協議」 

川崎町 
「計画に基づく捕獲｣、｢パトロールの実施｣、｢電気柵設置補助」、「銃器による

群れの追い払い実施」、「南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会との連携協議」 

丸森町 

｢計画に基づく捕獲｣、｢銃または花火による追い上げの実施｣、「餌場、隠れ場を

なくすことや放棄・取り残し農作物等の除去の指導」、「南奥羽鳥獣害防止広域

対策協議会、丸森町鳥獣被害対策協議会との連携協議」 

加美町 ｢計画に基づく捕獲｣、「電気柵の設置（導入補助）」 

角田市 
「電気柵・防護柵設置補助」、「角田市鳥獣被害対策実施隊による追い上げ」、「廃

棄野菜・生ゴミ等の除去を指導」、「狩猟免許取得の推進」、「パトロール実施」 

山元町 
「計画に基づく捕獲」、「電気柵・防護柵設置補助」、「花火による追い払い実施」、

「廃棄野菜・生ゴミ等の除去を指導」 

注１ このほか、被害農家は独自にさまざまな試みを行ったが、表 3 では省略。 

注２ 「計画に基づく捕獲」は、本計画に基づき各市町村が作成するニホンザル管理
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事業実施計画に基づく捕獲。 

 

(5)  捕獲の状況 

県では昭和 44（1944）年度から、サルを有害鳥獣として捕獲した記録が残され

ているが、そのうち、平成元（1989）年度から令和 2（2020）年度までの捕獲頭数

の推移を図 8 に示した。 

図 9 には平成元（1989）年度から平成 29（2017）年度までの全国における捕獲

頭数の推移（出典：「環境省自然環境局、鳥獣関係統計」）を示したが、平成 14（2002）

年度からは特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲も報告されるようになった。 

全国的には捕獲頭数は増加傾向にあり、本県においては、平成 18（2006）年 3

月に第一期計画を策定したことから、平成 18（2006）年度に 204 頭と急激に捕獲

頭数が増加した。 

その後、翌年度には捕獲数が1/3以下まで大幅に減少したものの、平成20（2008）

年度以降は年度ごとの変動幅があるが、捕獲頭数は増加傾向にある。 

なお、令和 3（2021）年度の有害捕獲及び個体数調整による捕獲数は合計 234 頭

であり、このほか、県のモニタリング調査で 4 群の各 1 頭に対し、群れ位置を推定

するテレメトリー調査等のために発信機を装着後、放獣している。 

 

  

図 8. 宮城県における捕獲頭数の推移 
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図 9. 全国における捕獲頭数の推移（環境省：鳥獣関係統計より） 

 

(6)  捕獲隊員の状況 

有害鳥獣捕獲隊は猟友会の支部ごとに組織されており、県内における分隊数及び

隊員数を図 10 に示した。平成 28（2016）年度は 119 隊 956 人であったが、令和

3（2021）年度では、114 隊 1、362 人となっており、6 年間で 5 隊減となったが、

隊員数は 406 人の増加となっている。 

 

  

図 10. 有害鳥獣駆除隊及び隊員数 
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６ 第二種特定鳥獣の管理の目標 

(1)  基本的な考え方 

サルによる農作物被害の軽減とサルの過剰な人馴れ防止を図り、ニホンザルを県

民すべての貴重な「自然遺産」として野生の尊厳を守りながら、長き将来にわたっ

て管理していくという基本理念のもと、人とサルとの「良好な関係」を構築するた

め、これまでの取り組みの成果や課題を踏まえながら、具体的な目標を関係者合意

の下で設定し、関係者それぞれの適切な役割分担の下で一丸となって講じ、その達

成を図ることとする。 

生息頭数及び群れが、増加傾向にあることから、個体数の増加に伴う新たな群れ

の発生を防ぐため、これ以上の個体数の増加を防ぐこととする。 

 

(2)  数の調整に関する事項 

 個体数は年々増加する傾向が続いており、捕獲圧をかけていく必要があることか

ら、個体数調整は対象区域市町村が策定するニホンザル管理事業実施計画に基づき

実施するものとする。 

 なお、計画対象区域外の市町村において、捕獲を行う場合は、有害鳥獣捕獲によ

り行うものとする。 

 

(3)  ポピュレーション管理に関する目標 

基本目標を達成するため、群れごとに加害レベルに応じた防除対策を部会で検討

し、実施することとする。また、複数市町村に跨いで生息する場合は、検討会等を

実施し関係市町村が連携し対策を講じるものとする。 

 

(4)  被害の防除に関する目標 

これまでの「過去３カ年の平均を下回ること」とした目標では、各年の地域ごと

の被害状況の大きな変動に影響を受けやすく、実質的に被害が減少したと判断しに

くいことから、農作物被害や被害地域の拡大が長期的に抑制されるよう、市町村が、

群れの評価レベルに応じた防除対策を実施し、その効果と被害内容・額の推移から、

次年度以降の対策の指標を定められるよう支援する。 

 

(5)  生息地及び周辺環境の整備に関する目標 

 奥山の自然植生の維持に努めるとともに、種々の開発行為で生態系のかく乱が起

きていないか注視していく。また、農地や人家周辺については、サルの誘引要因と

なりうる未収穫果樹や生ゴミ等を放置しないよう指導し、里山の適正管理を進める。 
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７ 第二種特定鳥獣の管理の目標達成に向けた施策 

(1)  人との関係から見たサルの評価 

人とサルとの「良好な関係」の維持、言い換えれば、両者間における一定の緊張

関係が維持されていれば、必然的に「ニホンザルの野生の尊厳」も守られることに

なる。 

実際、昭和 50（1980）年代前半までは、まだ大崎ポピュレーション（平成 23

（2011）年度消滅）や白石ポピュレーションは存在せず、原町個体群の丸森町への

進出もなく、七ヶ宿ポピュレーションを除く加美ポピュレーションと仙台･川崎ポ

ピュレーション、金華山ポピュレーションのすべての群れが人と極めて良好な関係

にあった（宮城のサル調査会、1999）。 

第一期計画では、これまで全国各地で行われてきた農作物被害の程度に応じた群

れの評価レベル分けではなく、人とサルとの「良好な関係」を基準にして、県内に

生息するすべての群れ及び群れ外オスに対し、人や人工物への馴れ具合、農作物へ

の依存度、隣接群との関係、後背地の森林の状態などを含め、良好な関係に戻せる

難易度で、段階の評価レベル分けを行った。 

しかし、同計画において、いくつもの群れや群れ外オスに対し試験的に実施した

諸種の方法による追い上げの効果を検証した結果、従来の評価レベル（評価レベル

の定義を含む。）分けでは適切な対応が難しいとの判断から、第二期計画において

修正を行った。その後、状況の変化は見られないことから、第三期計画及び第四期

計画においても同じ評価レベル分けにより実施した。各種防除対策の実施により、

農業被害は減少傾向にあるものの、農作物被害が恒常的に発生している地域や耕作

放棄地の拡大等の問題解決には至っていない。 

このことから、第五期計画を策定し、継続してニホンザル管理事業を実施し、群

れの性質や遊動域の変化に応じて評価レベル判定を行っていくとする（表 4 参照）。 

市町村に対しては、県が実施する生息状況調査結果を提供することにより、群れ

の評価レベルに応じた追い上げや侵入防止、個体数調整捕獲などへの助言を行い、

単発的な対策ではない、継続性のある保護管理ができるよう支援する。 

特に県南地域の個体群については、今後、被害が多出する恐れもあるので、注意

深く見守りつつ、可能な限り早手回しの対策をとれるよう支援する。 
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表 4．第一期計画並びに第二期以降における群れの評価レベル分け 

評価 

レベル 
第一期計画 第二期～第五期計画 

Ａ 「良好な関係」にある状態 「良好な関係」にある状態 

Ｂ 
少しの対応策を講じるだけで、直に「良

好な関係」になると予想される状態 

一定の対策を継続実施するだけで、短期

間（1～数年間）で「良好な関係」に戻

すことが可能と考えられる状態 

Ｃ 
一定の対応策を講じれば、「良好な関係」

にまだ十分に戻すことのできる状態 

複数の対策を継続的に講じることで 5

～6 年を目途に「良好な関係」に戻すこ

とが可能と考えられる状態 

Ｄ 

諸種の対策を総合的に講じ、かつ、継続

すれば、「良好な関係」に戻せる可能性

のある状態 

諸種の対策を総合的かつ継続的に講ず

れば、「良好な関係」に戻せる可能性の

ある状態 

Ｅ 

Ｄレベルの状態に誘導できるか、Ｆレベ

ルの状態になってしまうか、現状ではど

ちらとも判断できない状態 

Ｄレベルの状態に誘導できるか、Ｆレベ

ルの状態になってしまうか、現状ではど

ちらとも判断できない状態 

Ｆ 

どのような対応策を講じても、「良好な

関係」に戻せる可能性がほとんどない状

態 

いかなる対策を講じようと「良好な関

係」に戻すことがほとんど不可能と考え

られる状態 

ＷＦ － 

どのような対策を講じても効果はなく、

追い上げすらできず、捕獲以外の対策が

考えられなくなった状態 
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イ 群れの判定基準 

 群れに対するＡ～ＷＦレベルの具体的判定基準を表 5 のように設定した。 

 

表 5. 群れ評価レベルの判定基準 

評価 

項目 

評価 

レベル 

人に対する
反応 

農 地 へ
の出方 

住宅地への
出方 

各種威嚇に
対する反応 

追い上げのしやすさ
の程度＊ 

関係状態 

Ａ 

数 100m の距離

があっても接近

して来る人の姿

を見れば逃げる 

出 没 し な

い 
出没しない 

威嚇する前に

逃げ去る 

① 上流側にはいない。下

流側にはいる場合とい

ない場合がある。 

② 良好。農耕地がない。 

評価が高い 

（良好な関

係） 

 

 

 

評価が低い 

（険悪な関

係） 

Ｂ 

人との距離が

50～100m にな

ると逃げる 

時 に 群 れ

の オ ス が

出没する 

出没しない 

強力花火を撃

つとただちに

逃げ去る 

① 上流側にはいない。下

流側にはいる場合とい

ない場合がある。 

② 良好。農耕地はわずか。 

Ｃ 

人との距離が

50m以内になっ

ても逃げないこ

とがある 

時 に オ ト

ナ メ ス も

出没する 

警戒しながら

も住宅地のす

ぐ近くまで来

ることがある 

強力花火だと

ゆっくりと、

銃器を使用す

ると急速に逃

げる 

① 上流側にはいない。下

流側にはいる場合とい

ない場合がある。 

② 良好。農耕地や人家が

少しある。 

Ｄ 

追い払ったら逃

げるが、そうし

なければ人を無

視する 

頻 繁 に オ

ス や オ ト

ナ メ ス が

出没する 

移動時に住宅

地を通過する 

強力花火や銃

器等を併用す

るとゆっくり

とだが逃げる 

① 上流側にはいない。下

流側にはいる場合とい

ない場合がある。 

② やや良好。農耕地や人

家がかなりある。 

Ｅ 

追い払っても遠

くへは逃げずに

身を隠すだけの

ことが多い 

頻 繁 に コ

ド モ や ア

カ ン ボ ウ

も 出 没 す

る 

休息時にも住

宅地の人工物

を利用するこ

とがある 

強力花火や銃

器等を併用し

ても逃げない

個体がいる 

① 上流側にいる。下流側

にはいる場合といない

場合がある。 

② 森林の面積より植林

地･農耕地･宅地等の面

積が上回る。 

Ｆ 

人を恐れず、す

ぐ近くに身を隠

すだけである 

常 に 群 れ

の 全 員 が

出没する 

移動や休息に

頻 繁 に 利 用

し、軒下につ

るした農作物

まで採食する 

なにを使用し

ても近くにと

どまり、移動

方向を変えな

い 

① 上流側にいる。下流側

にいない。 

② 植林以外の森林面積が

多くなく、農耕地や人

家が入り組んで存在す

る。 

ＷＦ 

逆に人を威嚇し

たり攻撃する場

合もある 

農 地 に 居

座 っ た 状

態になる 

家屋内まで侵

入して食物を

あさったり、

人の手から食

物を強奪さえ

する 

あらゆる威嚇

道具への対処

法を学習し、

逆に人に向っ

てくることも

ある 

① 上流側にいる。下流側

にいない。 

② 平坦な地形で植林以外

の森林面積がほとんど

なく、農耕地と人家が

連続して存在する。 

＊：①上流側と下流側の隣接群の存在、②追い上げ目標地域の森林の状態 

ＷＦレベルを設定した背景には次のような諸事情がある。 
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イ) 群れの一部が市街地にまで進出している。 

ロ) 群れ又は群れの一部が市街地を含む住宅密集地に遊動域を構えている。 

ハ) 農業被害以外の生活被害が多発化しつつあり、人的被害が発生する危険性もき

わめて高い。 

このような地域は、平坦な地形が多くかつ人口密度が高いことから「銃器の使

用ができないこと」、高齢者や乳児･幼児への悪影響から「爆音の強力な花火等の

使用もできないこと」など、追い上げはもとより追い払いすら困難な状況にある。 
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ロ 群れ外オスの判定基準 

群れの場合と同様に、群れ外オスに対する判定基準を表 6 にまとめた。群れ

外オスは、「追随オス」と「非追随オス」に分けて考えるべきであるが、表 5 は

基本的に単独で行動し、森林や農耕地、人家周辺で時に目撃される非追随オスに

ついての判定基準である。追随オスについては、群れ間を移動するため、個体識

別しての判定は困難であるといえる。  

第一期～第四期計画期間までは、実施した追い上げ等の効果検証の結果から、

特段の基準見直し要因等も見受けられなかった。従って、第五期計画においても、

当該判定基準を踏襲する。ただし、市街地に出没するような非追随オスは、人や

人工物にすっかり馴れてしまっていることから、すべてＦレベルと評価する。 

 

表 6. 群れ外オス（非追随オス）評価レベルの判定基準 

評価 

項目 

評価 

レベル 

人に対する反応 出没場所 人工物への馴れ具合 
人の各種威嚇に対

する反応 

Ａ 
人の姿を見れば逃げ

る 
見かけない 

人工物のあるところには

出没しない 

人の姿を見ただけ

で逃げる 

Ｂ 
人との距離が 50m 程

度になると逃げる 
山で見かける 

稀に人工物のあるところ

を利用する 

威嚇する前に逃げ

去る 

Ｃ 

人との距離が 50m と

なっても逃げない場

合がある 

林縁部で見かける 
道路をすばやく横切るこ

とがある 

ロケット花火を撃

つと必ず逃げる 

Ｄ 追い払えば逃げる 農地で見かける 

道路で座り込んだり休ん

だりする 

自動車には無関心である 

ロケット花火等を

撃っても逃げない

場合がある 

Ｅ 
追い払っても逃げな

い場合がある 

農地や人家の周囲

で見かける 

電線や人家の屋根を伝っ

て移動することがある 

ロケット花火等を

撃っても眺めてい

る 

Ｆ 

追い払っても逃げ

ず、人をまったく恐

れないか、逆に人を

威嚇する 

市街地で見かける 人家に侵入する 

まったく動じない

か、逆に人を威嚇す

る。 

※市街地で見かける場合は、人馴れが進んでいることから、すべて F レベルとする。 
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ハ 県内に生息する群れの評価 

表 5 の判定基準に基づき、県内の各ポピュレーションに生息する群れについ

て、平成 29（2017）年度から令和 2（2020）年度までの調査で実施された評価

レベルの結果を表 7-1 に示す（東北野生動物保護管理センター、2017、2018、

2020）。 

また、表 7-2 には群れの人馴れの程度について、ポピュレーションごとにまと

めた。群れの評価レベル再判定については、計画期間中に、必要に応じて実施す

る。 

金華山ポピュレーションについては、生息地である島に一般の人家や農耕地が

存在しないため、評価レベル判定は行わない。 
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表 7-1. 県内に生息する各群れの評価レベル（第五期計画（令和３年度調査）） 

 

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ 
群れの名称 群れの評価レベル 

第四期計画 第五期計画 第四期計画 第五期計画 

加美 

小野田Ａ群 

小野田Ｂ群 

宮崎Ａ群 

宮崎Ｂ群 

寒風沢の群れ 

〃 

〃 

－（消滅） 

〃 

〃 

Ａ～Ｂ 

Ｂ～Ｃ 

Ｄ 

調査中 

調査中 

Ｂ～Ｃ 

Ｄ 

－ 

Ｆ～ＷＦ 

Ａ～Ｂ 

仙台･川崎 

奥新川Ａ１群 

奥新川Ａ２群 

奥新川Ｂ１群 

奥新川Ｂ２群 

－ 

秋保大滝Ａ群 

秋保大滝Ｂ群 

定義の群れ 

－ 

二口Ａ群 

－ 

二口Ｂ群 

高倉山Ａ群 

高倉山Ｂ群 

新川不明群 

関山峠の群れ 

－ 

青下の群れ 

笹谷峠Ａ群 

－ 

笹谷峠Ｂ群 

太郎川の群れ 

本砂金の群れ 

三森山の群れ 

－ 

青根の群れ 

－（消滅） 

－（消滅） 

〃 

－（消滅） 

奥新川Ｂ３群 

－（消滅） 

－（消滅） 

定義Ａ群 

定義Ｂ群 

二口Ａ１群 

二口Ａ２群 

〃 

〃 

〃 

高倉山Ｃ群 

関山峠Ａ群 

関山峠Ｂ群 

〃 

笹谷峠Ａ１群 

笹谷峠Ａ２群 

笹谷峠Ｂ群 

〃 

〃 

〃 

小屋沢の群れ 

〃 

ＷＦ 

ＷＦ 

Ｃ 

Ｅ～Ｆ 

未調査 

ＷＦ 

ＷＦ 

Ｂ 

未調査 

Ｄ～Ｅ 

 

未調査 

Ｅ～Ｆ 

未調査 

未調査 

Ｃ 

未調査 

調査中 

Ｅ 

未調査 

未調査 

Ｃ～Ｄ 

Ｄ～Ｅ 

調査中 

未調査 

未調査 

－ 

－ 

Ａ～Ｂ 

－ 

Ｃ～Ｄ 

－ 

－ 

Ｃ～Ｄ 

Ａ 

調査中 

調査中 

Ｂ 

Ｅ 

Ｃ 

Ｂ～Ｃ 

Ｂ 

Ａ～Ｂ 

Ｄ～Ｅ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｂ～Ｃ 

Ｅ 

Ｅ～Ｆ 

Ｅ～Ｆ 

Ａ～Ｂ 

Ｃ 
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ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ 
群れの名称 群れの評価レベル 

第四期計画 第五期計画 第四期計画 第五期計画 

七ヶ宿 

七ヶ宿Ａ群 

七ヶ宿Ｂ群 

七ヶ宿Ｃ群 

七ヶ宿Ｄ群 

七ヶ宿Ｅ群 

七ヶ宿Ｆ群 

七ヶ宿Ｇ群 

七ヶ宿Ｈ群 

七ヶ宿Ｉ群 

七ヶ宿Ｊ群 

七ヶ宿Ｋ群 

七ヶ宿Ｌ群 

七ヶ宿Ｍ群 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

Ｅ～Ｆ 

Ｅ～Ｆ 

Ｅ～Ｆ 

Ｅ～Ｆ 

Ｅ～Ｆ 

Ｅ 

Ｅ 

調査中 

調査中 

調査中 

調査中 

調査中 

調査中 

Ｃ 

Ｅ 

Ｂ 

Ｃ 

Ａ 

Ｅ 

Ｃ 

Ｂ～Ｃ 

Ａ～Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

調査中 

Ｃ 

白石 

戸沢の群れ 

－ 

猿鼻の群れ 

－ 

江志前の群れ 

新町不明群 

－ 

苗振不明群 

上戸沢の群れ 

江志前不明群 

－ 

－ 

－ 

戸沢Ａ群 

戸沢Ｂ群 

猿鼻Ａ群 

猿鼻Ｂ群 

江志前Ｂ群 

江志前Ａ１群 

江志前Ａ２群 

－（群れ確認できず） 

〃 

－（群れ確認できず） 

越河の群れ 

斎川Ａ群 

斎川Ｂ群 

未調査 

未調査 

未調査 

未調査 

Ｅ～Ｆ 

未調査 

未調査 

調査中 

調査中 

調査中 

未調査 

－ 

－ 

Ｂ～Ｃ 

Ｅ～Ｆ 

Ｄ～Ｅ 

Ｄ 

Ｂ～Ｃ 

Ｅ～Ｆ 

Ａ～Ｂ 

－ 

Ｂ～Ｃ 

－ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｆ 

丸森西部 耕野の群れ 〃 Ｅ～Ｆ Ｃ～Ｄ 

丸森東部 

青葉の群れ 

大内の群れ 

－ 

－ 

－ 

〃 

大内Ａ１－１群 

大内Ａ１－２群 

大内Ａ２群 

大内Ａ３群 

Ｅ～Ｆ 

未調査 

－ 

未調査 

未調査 

Ｆ 

調査中 

調査中 

Ｃ～Ｄ 

Ｄ～Ｅ 
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大内不明群 

－ 

大内Ｂ群 

薄平の群れ 

調査中 

未調査 

Ｃ 

Ｃ 

 

表 7-2．ポピュレーションごとの人馴れ等の状況（令和 3（2021）年度） 

ポピュレーション 人馴れの程度 

加美 
町役場からの情報では、令和３年度は農作物被害発生の通報がほとんど

なかった。また、群れの目撃情報も少なかったとのこと。 

仙台･川崎 

「定義Ａ群」は、広瀬川流域を生息地域とし、引き続き農作物被害が多

発しており、近隣住民への威嚇行動をとる個体も確認されている。 

「二口Ａ群」分裂群のうち、「二口Ａ１群」は山中の利用が多くなった

印象。道路脇草地での出没を確認した際、一斉に林内に逃げ、分裂前より

人への警戒心が高くなっている。ただし、名取川の下流方向に進出傾向に

あることが確認されているため、下流域の定着などが懸念される。 

「高倉山Ｂ群」は令和２年に北東方向に移動し、宮床ダム周辺を遊動域

としているが、市町境で比較すると大和町側の利用頻度が高い印象があ

る。近くの市民農園で小規模な農作物被害が確認されており、山間部が主

たる活動域だが、将来的に農作物への依存度が高まる可能性がある。 

 「高倉山Ｃ群」は集落付近で目撃される機会が多くなり、刈り取り後の

水田で落ち穂拾いをするなど、今後の被害拡大が懸念される。 

「太郎川の群れ」は川崎町役場の情報から、農作物被害発生の通報が相

次いでいるとのこと。遊動域内にあるゴルフ場で車上やクラブハウスの屋

根に登るなどの行動もみられるということであった。 

七ヶ宿 

町役場からの情報では、令和３年度は農作物被害発生の通報がほとんど

なかった。また、群れの目撃情報も少なかったとのこと。町が実施してい

るサル用複合柵の設置や銃器を用いた有害鳥獣捕獲等の対策により、群れ

の行動特性が変化していると推察される。 
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(2)  管理のための対策 

イ ポピュレーションに対する対策 

具体的な対策については、群れの評価レベルに基づいて決定する。また、複数

の市町村を移動している場合は、関係市町村間で検討会等を開催し、情報共有や

連携を密にして、必要に応じて評価レベル再判定及び対策を実施する。 

なお、今まで農作物・生活被害が発生していない地域への被害の拡大も危惧さ

れることから関係する被害が発生していない市町村においても情報収集に努め

ることとする。 

 

ロ 群れに対する対策  

市町村は、評価レベルごとの対策を以下に基づき講じるものとするが、個体数

の増加による分裂や遊動域の拡大が予想される場合は、捕獲も含めた対策を検討

する。 

県は、生息状況調査結果を市町村に提供し、その対策について助言などを行う

こととする。 

 

 

 

ポピュレーション 人馴れの程度 

白石 

「斎川Ａ群」は、白石市斎川地区で新たに生息が確認された群れである

が、人馴れが顕著で、民家の屋根で休息するオトナオスが調査員に対して

威嚇行動をとった。また、道路沿いに出没した際に車で接近しても調査員

を気にすることなく休息を続けていた。町役場からの情報では、遊動域内

の農作物被害が発生しているとのことであった。 

「斎川Ｂ群」は、同Ａ群と同じ白石市斎川地区で新たに生息が確認され

た群れであり、調査員への威嚇行動や遊動域内の農作物被害発生が確認さ

れている。 

丸森西部 

「耕野の群れ」は、近年、群れを目視されることが稀になっており、遊

動域内の地域住民からは群れの出没情報が得られたが、目立った農作物被

害は発生していないとのことであった。 

丸森東部 

「大内の群れ」は、「大内Ａ１－１群」及び「大内Ａ１－２群」に分裂

が確認された。人馴れは余り進んでいない。 

「青葉の群れ」は、遊動域を他の群れがいない北西方向に拡大させてお

り、更なる進出が懸念される。人馴れは余り進んでいない。 



- 30 - 

 

群

れ

評

価 

 群れに対する対策 

 

群れのグルー

プ間 

対策方法 捕獲の考え方 

Ａ 評価レベルが

高い群れ 

・積極的、組織的、継続的な

追い上げ・追い払い 

（良好な関係に戻しやすい

と判断される群れから行う） 

・集落環境整備等の被害防

除対策 

・悪質度の高い問題個体が特定でき

る場合には選択捕獲を検討する。 
Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 評価レベルが

中程度の群れ 

・積極的、組織的、継続的な

追い上げ・追い払い 

・集落環境整備等の被害防

除対策 

・悪質度の高い問題個体が特定でき

る場合には選択捕獲を検討する。 

・ただし、追い払い等による効率的

な成果を得ることが難しい場合（個

体数が多い・追い上げ先に群れがあ

る等）には多頭捕獲を検討する。 

Ｅ 評価レベルの

より低い群れ 

・追い上げの可能性につい

ても検討する 

・集落環境整備等の被害防

除対策 

 

・関係者の合意形成のもと、多頭捕

獲を検討する。 

・ただし、様々な対策を行った上で

も、被害がなくならない場合や隣接

群が多く、すみ分けを図ることが困

難な群れは全頭捕獲を検討する。 

Ｆ 評価レベルが

最も低い群れ 

・全頭捕獲を行う場合、隣接

する群れの追い上げ・追い払

いを実施する 

・集落環境整備等の被害防

除対策 

・関係者の合意形成のもと多頭捕獲

又は全頭捕獲を検討する。 

（WFは全頭捕獲を積極的に検討す

る。） Ｗ

Ｆ 

 

ハ 対策の実施に関する注意事項 

対策を実施する場合には、以下について十分配慮する必要がある。また、その

際には併せて、隣接市町村等に農作物･生活被害を拡大させないよう十分な配慮

がなされなければならない。 

（イ）共通事項 

○防除対策を行うことにより加害性を低下させることも加害群の減少と言え

ることに留意し、まずは被害防除対策を徹底する。 
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○ 対策実施中は、継続的に群れをモニタリングし、事態の推移を正確に掌握し

ながら、定期的に実施事項を見直す。 

○ 遊動域を水系のより下流域へ拡大させない、群れを分裂させない。群れが分

裂した場合、派生した群れについては評価レベル判定結果に基づいて対策を検討し、

個体数の増加防止を図る。 

○ 人にすっかり馴れ、人の追い払いをなんなくかわす術（ずる賢さ）を完全に

学習してしまったオスは、群れを出たあと人と良好な関係にある群れに追随するこ

とが多く、その群れと人との良好な関係に深刻な悪影響を及ぼすので、適切な監視

等を通じて、群れを出る前に捕獲等（多頭捕獲を含む。）の対策を講ずる。 

○ 群れの評価レベルに基づいた具体的対策を、隣接群との関係を十分に考慮し

た上で実施する。 

また、人馴れが著しく顕著で、かつ良好な関係を築くことが困難と判断された群

れや個体については、選択捕獲から全頭捕獲までを含め捕獲を積極的に検討する。 

表 8 には、第四期までの評価レベルを参考に検討した、群れごとの対応方針を

示す。なお、群れの評価レベルは、計画期間中においても必要に応じ、部会で再検

討を行うこととする。新たな群れが発見された場合も同様に、部会で評価及び対応

方針について検討する。 

 

（ロ）追い払い 

〇追い払いによる追い散らし（資料：1.用語の解説参照）が結果として今まで農

作物・生活被害が発生していなかった地域に被害を拡大させた場合には、その地域

から群れを追い払い、元の地域に戻すことを最優先させる。 

 

（ハ）多頭捕獲 

○多頭捕獲を行う場合には、捕獲目標頭数を設定すること。（残す目安としては、

最低でも３０頭以上、かつオトナメス１０頭以上が含まれること。３０頭まで減ら

しても被害軽減が認められない場合は、周辺の個体群全体と当該群の実情を勘案し

つつ、さらに踏み込んだ捕獲を行うことも検討する。） 

 

（ニ）全頭捕獲 

○全頭捕獲は、様々な被害防除対策を実施しても加害性が低下しない群れを対象

とすること。 

○関係者と合意形成を行うこと。 

○悪質な加害個体を取り逃がすことを避けるため、大型檻での捕獲は充分に誘引

をすること。 

○複数の群れの誘導域が重複する地域には捕獲檻を設置しないこと。 

○評価レベルの高い群れ、中程度の群れを対象とした全頭捕獲は行わないこと。
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長期の餌付けがかえって群れの加害性を高め、地域の被害を拡大させる恐れがあ

るので、行わないこと。 

○追い上げ・追い払いを行わない場合、全頭捕獲された群れの遊動域に、新た

に隣接群が定着し評価レベルを低下させるおそれがあるので留意すること。 
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表 8．群れごとの評価及び対応方針（令和３年度調査） 

 群れ名称 
評価レベル 

(第五期 R03) 
市町村 対応方針 備  考 

加
美 

小野田Ａ群 Ｂ～Ｃ 
加美町 

山形県 
良好な関係を構築  

小野田Ｂ群 Ｄ 加美町 活動注視、多頭捕獲  

宮崎Ｂ群 Ｆ～ＷＦ 加美町 多頭捕獲または全頭捕獲  

寒風沢の群れ Ａ～Ｂ 加美町 良好な関係を構築  

仙
台
・
川
崎 

定義Ａ群 Ｃ～Ｄ 仙台市 活動注視、多頭捕獲  

定義Ｂ群 Ａ 仙台市 良好な関係を構築  

関山峠Ａ群 Ｂ 仙台市 良好な関係を構築  

関山峠Ｂ群 Ａ～Ｂ 
仙台市 

山形県 
良好な関係を構築  

奥新川Ｂ１群 Ａ～Ｂ 
仙台市 

山形県 
良好な関係を構築  

奥新川Ｂ３群 Ｃ～Ｄ 仙台市 活動注視、多頭捕獲  

青下の群れ Ｄ～Ｅ 仙台市 活動注視、多頭捕獲  

二口Ａ１群 － 仙台市 評価後決定 Ｒ３分裂確認群 

二口Ａ２群 － 仙台市 評価後決定 Ｒ３分裂確認群 

二口Ｂ群 Ｂ 仙台市 良好な関係を構築  

高倉山Ａ群 Ｅ 仙台市 活動注視、多頭捕獲  

高倉山Ｂ群 Ｃ 
仙台市 

大和町 
活動注視、多頭捕獲  

高倉山Ｃ群 Ｂ～Ｃ 仙台市 良好な関係を構築  

三森山の群れ Ｅ～Ｆ 
仙台市 

川崎町 
活動注視、多頭捕獲  

本砂金の群れ Ｅ～Ｆ 
仙台市 

川崎町 
活動注視、多頭捕獲  

太郎川の群れ Ｅ 川崎町 活動注視、多頭捕獲  

小屋沢の群れ Ａ～Ｂ 川崎町 良好な関係を構築  

笹谷峠Ａ１群 Ｃ 川崎町 活動注視、多頭捕獲  

笹谷峠Ａ２群 Ｃ 
川崎町 

蔵王町 
活動注視、多頭捕獲  

笹谷峠Ｂ群 Ｂ～Ｃ 川崎町 良好な関係を構築  

青根の群れ Ｃ 
川崎町 

蔵王町 
活動注視、多頭捕獲  
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 群れ名称 
評価レベル 

(第五期 R3) 
市町村 対応方針 備  考 

七
ヶ
宿 

七ヶ宿Ａ群 Ｃ 七ヶ宿町 活動注視、多頭捕獲  

七ヶ宿Ｂ群 Ｅ 七ヶ宿町 活動注視、多頭捕獲  

七ヶ宿Ｃ群 Ｂ 
七ヶ宿町 

山形県 
良好な関係を構築  

七ヶ宿Ｄ群 Ｃ 七ヶ宿町 活動注視、多頭捕獲  

七ヶ宿Ｅ群 Ａ 七ヶ宿町 良好な関係を構築  

七ヶ宿Ｆ群 Ｅ 七ヶ宿町 活動注視、多頭捕獲  

七ヶ宿Ｇ群 Ｃ 七ヶ宿町 活動注視、多頭捕獲  

七ヶ宿Ｈ群 Ｂ～Ｃ 七ヶ宿町 良好な関係を構築  

七ヶ宿Ｉ群 Ａ～Ｂ 七ヶ宿町 良好な関係を構築  

七ヶ宿Ｊ群 Ｂ 七ヶ宿町 良好な関係を構築  

七ヶ宿Ｋ群 Ｂ 七ヶ宿町 良好な関係を構築  

七ヶ宿Ｌ群 調査中 七ヶ宿町 評価後決定  

七ヶ宿Ｍ群 Ｃ 七ヶ宿町 活動注視、多頭捕獲  

白
石 

戸沢Ａ群 Ｂ～Ｃ 七ヶ宿町 良好な関係を構築  

戸沢Ｂ群 Ｅ～Ｆ 
白石市 

七ヶ宿町 
活動注視、多頭捕獲  

猿鼻Ａ群 Ｄ～Ｅ 
白石市 

七ヶ宿町 
活動注視、多頭捕獲  

猿鼻Ｂ群 Ｄ 白石市 活動注視、多頭捕獲  

江志前Ｂ群 Ｂ～Ｃ 
白石市 

七ヶ宿町 
良好な関係を構築  

江志前Ａ１群 Ｅ～Ｆ 白石市 活動注視、多頭捕獲  

江志前Ａ２群 Ａ～Ｂ 
白石市 

七ヶ宿町 
評価後決定  

上戸沢の群れ Ｂ～Ｃ 
白石市 

福島県 
良好な関係を構築  

越河の群れ Ｆ 
白石市 

福島県 
多頭捕獲又は全頭捕獲  

斎川Ａ群 Ｆ 白石市 多頭捕獲又は全頭捕獲 Ｒ３群れ確認 

斎川Ｂ群 Ｆ 白石市 多頭捕獲又は全頭捕獲 Ｒ３群れ確認 

丸
森
西
部 

耕野の群れ Ｃ～Ｄ 丸森町 活動注視、多頭捕獲  
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 群れ名称 
評価レベル 

(第五期 R03) 
市町村 対応方針 備  考 

丸
森
東
部 

青葉の群れ Ｆ 丸森町 多頭捕獲または全頭捕獲  

大内Ａ1-1 群 調査中 
丸森町 

福島県 
評価後決定 Ｒ３分裂確認群 

大内Ａ1-2 群 調査中 
丸森町 

福島県 
評価後決定 Ｒ３分裂確認群 

大内Ａ２群 Ｃ～Ｄ 
丸森町 

福島県 
活動注視、多頭捕獲  

大内Ａ３群 Ｄ～Ｅ 

丸森町 

山元町 

角田市 

活動注視、多頭捕獲  

大内Ｂ群 Ｃ 丸森町 活動注視、多頭捕獲  

薄平の群れ Ｃ 丸森町 活動注視、多頭捕獲  

 

ニ 群れ外オスに対する対策 

群れへの悪影響を最小限に食い止めるため、専門家や専門機関の助言や指導を受

けながら、問題のオスをきちんと識別した上で、捕獲する必要がある。 

表５においてＡ～Ｄレベルとされた群れ外オス（非追随オス）は１か所に止まら

ず通過していくのが常なので、目撃したら直ちに可能な手段で追い払いを行う。 

 

ホ 捕獲された個体の処理 

 捕獲された個体の処分は国の「動物の処分方法に関する指針」（平成 7（1995）

年総理府告示第 40 号）に沿い、できるだけ苦痛を与えない方法によるものとし、

実験動物としての利用は行わない。ただし、管理に関する資料（食性調査や遺伝子

解析等）として活用することは妨げない。また、捕獲個体は、捕獲場所や山野に放

置することなく適切に処理する。 

なお、市街地に現れた群れ外オス（非追随オス）を捕獲した場合についても、上

記に準じた処理を行うものとし、奥山放獣は評価レベルの高い群等に対する悪影響

が大きいので絶対に行なわない。 

 

(3)  捕獲従事者の確保  

県内の狩猟免許所持者数は、近年は増加に転じ、年齢構成もわずかながら若齢

化が進んでいるものの、依然として第一種銃猟免許所持者は不足している状況に

あることから、狩猟免許試験の休日開催や試験会場の複数化を実施し、新たな捕
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獲従事者の確保を図る。 

また、個体数調整や有害鳥獣捕獲等の担い手となり得る狩猟者を育成するた

め、新たに狩猟免許の取得を目指す若年層等を対象とした狩猟者育成講座や、狩

猟免許を取得して間もない狩猟者の技術向上のための講座を開設するなど、狩猟

に関する教習体制の拡充を図る。 

さらに、市町村職員自らが有害鳥獣捕獲の担い手となる際の猟銃購入経費を一

部補助するなど、市町村が実施する対策への支援を行う。 

 

(4)  生息地及び周辺環境の整備 

サルの生息地を保護及び整備するため、以下のことを実施する。 

 

イ 森林の保全・整備 

群れの遊動域内及び後背地の森林については、各市町村森林整備計画との整合

性を図りつつ、農耕地及び人家から離れた場所を中心に現存する広葉樹林の保全

（高齢級化した広葉樹の利活用と更新を含む。）、針葉樹林の針広混交林への誘導

や間伐などによる下層植生の回復などに努める。 

 

ロ 餌やりなどの行為の禁止 

サルへ餌を与えないよう住民や観光客に対する広報・指導等を徹底する。 

 

ハ 誘引要因の除去 

農地及び人家周辺など、人の生活圏をサルに餌場として認識させないよう、次

の事項に留意し、サル誘引要因の除去を徹底する。 

（イ） 農地周辺 

山林と農地の間の雑木、藪、雑草等は、サルに隠れる場所を提供し農地への

出没を容易にしてしまうため、刈り払いを行い、サルが近づき難い環境（緩衝

帯）を作り維持していく。また、農地の野菜や果実の取り残し、廃棄農作物等

の放置は、実質的に餌付けと同じ効果をもたらし、サルを誘引定着させる要因

となるため、一つ残さず収穫するか埋設するなど農家等に注意を喚起し、その

徹底を促す。 

（ロ） 人家周辺 

生ゴミや庭木の果実等は、サルを誘引定着させる要因となるため、屋外への

生ゴミ放置の禁止や全果の収穫、商店の食料品管理等を徹底する。 

（ハ） スギ植林地 

管理の行き届かないスギ植林地は、サルの農耕地への侵入を容易にするとと

もに、農耕地から追い払われた際の逃げ込み場所ともなることから、人家や農

耕地に接するスギ植林地は、間伐や下草の刈り払い等による近づき難い環境
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（緩衝帯）などの適正な森林管理について、普及啓発に努める。 

 

(5)  モニタリング調査等 

県及び市町は、管理計画及び管理実施計画に掲げる各目標の達成に向け、適切な

連携、協働の下で、サルの生息状況や農作物･生活被害状況など、当該各計画の進

行管理に必要な事項について、継続的なモニタリング調査を実施する。 

「宮城県特定鳥獣保護管理計画検討･評価委員会ニホンザル部会」は、モニタリ

ング調査の結果を分析し、効果的な目標達成方法及び県民のサルに対する認識・意

見要望について、県及び市町村等に助言・状況提供を行うほか、必要に応じて管理

計画や県、市町村等が行う管理事業の見直しについて検討を行う。また、「宮城県

特定鳥獣保護管理計画検討･評価委員会」は、モニタリング調査の結果等を踏まえ、

計画内容の検討や計画推進に係る市町村等の合意形成に努める。 

なお、モニタリング調査の結果が管理計画の策定や管理事業の実施にどうフィー

ドバックされるか、その仕組みをわかり易く図 11 に示した。 

 

現状把握  管理計画の策定   

管理事業

の実施 

 
モニタリング調査の実施 

・生息状況調

査 

・被害状況調

査 

・捕獲状況調

査 

 

･生息密度 

･ポピュレーション構成 

･群れの社会構造 

･群れ外オスの分布 

･農作物・生活被害状況 

 

 

図 11. モニタリング調査結果のフィードバックの仕組み 

 

イ 生息状況に関するモニタリング 

県は、ポピュレーションごとに群れや群れ外オスの生息分布、個体数、群れの

社会構造、群れの遊動域、人馴れの程度について調査を継続し、生息状況の全般

を常に把握する。捕獲状況についても、市町村等の協力を得て、群れか群れ外オ

スか、群れについては雌雄、成･幼獣等を可能な限り正確に把握する。また、捕

獲が群れに与える影響（群れの人馴れ程度の変化や遊動域の変更等）についても

追跡調査を行い、事態の推移を把握する。 

 

ロ 農作物・生活被害状況に関するモニタリング 

市町村は、農業者、農業協同組合等の協力を得て農作物被害や市町村窓口に寄

〇管理目標の設

定 

・地域個体群の

維持 

・農作物被害の

軽減 

・生息地の保護 

 

※環境変動のリ

スク考慮 

 

 

〇管理方策の検討 

･群れごとの管理 

･被害防除対策 

･生息環境管理 

 

フィードバック 
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せられる住民からの生活被害の実態を適切に把握しながら、県の調査結果を加味

し、継続性のある効果的な被害防除対策を立案する。 

 

ハ 生息環境に関するモニタリング 

県は、群れ単位及びポピュレーション単位で、土地利用の実際や自然災害（大

雪、大雨等）による影響、樹木の結実の状況等を森林管理署等の協力を得て調査

し、生息環境の変化が採餌や繁殖条件に及ぼす影響を把握する。 

 

(6)  交雑防止対策 

タイワンザル等外国産のサル類が野外で発見された場合には、速やかな当該個体

の捕獲による根絶及び交雑防止を図る。 

 

８ その他第二種特定鳥獣の管理のために必要な事項 

(1)  管理事業の実施 

 

イ 実施体制 

管理計画に基づく管理事業の実施は、図 13 に示す実施体制により、県、市町

村、農業者、地域住民、農業団体、狩猟者団体、森林管理署、専門家（専門機関）

等が連携して実施する。 

 

ロ 実施計画の作成 

県は、市町村が作成した実施計画を取りまとめ、県全体の実施計画を毎年度策

定する。 

 

ハ 事業の実施 

県、市町村、農業者、地域住民、狩猟者団体等の実施主体が、それぞれの役割

に応じて事業を実施し、ＮＰＯ団体や個人ボランティアの協力も得られるよう努

める。また、県は、地方振興事務所単位で実施計画の検討及び市町村間の調整を

行うとともに、追い上げ技術の指導、農作物被害防除や農地管理技術の指導･支

援、被害対策組織の体制整備等に努める。 

 

ニ 調査等 

県は、モニタリング調査を市町村、狩猟者団体、農業者団体、専門家（専門機

関）等の協力を得て実施し、管理事業の実施効果を検証するとともに、長期的展

望に立った先進的な被害防除対策の情報収集及び各種の被害防除実験（追い上げ、

効果的な特定個体の捕獲、群れ外オス対策等）を実施し、その成果を開示し、県

や市町村等による実施計画の策定、見直し等に反映させる。 
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(2)  普及啓発・広報活動 

県及び市町村は、関係者の協力の下、追い上げ技術や農作物被害防除技術、サル

の生態や行動等について情報を収集し、研修会の開催やホームページ及びパンフレ

ット等の配布などにより、住民や観光客に対し、サルとの基本的な接し方や個々人

でできる被害防除方法についての広報・普及啓発に努める。 

管理計画の実施に当たっては、幅広い関係者の理解と協力が必要なことから、県

ホームページ等により公表するほか、自然保護関連行事等を通じ普及啓発を行う。 

 

(3)  隣県との連携 

県内のニホンザルの生息分布域は、県境を越えて隣県にまたがることから、広域

での情報交換や対策を話し合える連携体制の拡充を図りながら、被害防止対策を実

施してきた市町や関係機関とこれまでの内容を検証し、より効果的な対策を講じる

こととする。また、担当者の意識・知識向上のため研修会を実施する。 

 

 

 

  



- 40 - 

 

 

 

図 12. 管理事業の実施体制 

 

【特定鳥獣管理計画検討・評価委員会】

○関係者の合意形成
○管理計画の作成，実行方法等についての検討

【ニホンザル部会】

○管理計画の内容及び実行状況についての分析・評価等

管理プログラム

ニホンザル管理計画

被害防除プログラム

○生息環境の整備

○各種被害防除対策

【自然保護課】 【県関係部局（農山漁村なりわい課，
林業振興課，森林整備課等）】

○計画の策定・見直し
○情報収集・情報提供
○実施計画の策定（全体）
○モニタリング集計（全体）
○その他

○計画の推進支援
○情報収集（状況把握）・提供
○技術支援
○その他

○群れの追い上げ

○生息環境の保護

【隣接県】
○農業被害防除
○加害鳥獣捕獲

【森林管理署】
○森林保全
○森林管理

【専門家・機関】
○技術指導
○技術支援等

○被害防除対策
￭ 農地・人家周辺環境の適正管理の指導・支援
￭ 技術支援等を受けた追い上げ・捕獲等の実施
○被害・出没・遊動域の状況等に係るモニタリングの整理
○ＮＰＯ等への協力要請

【地方振興事務所】
（農業振興部）
○実施計画調整
○情報提供
○被害防除
農地管理の技術指導・支援等

【市町村農業関係団体】
○被害防除対策
農地・人家周辺環境の
適正管理の指導

【地方振興事務所】
（林業振興部）
○実施計画調整
○モニタリング集計
○捕獲許可

【猟友会】
○被害防除対策
追い上げ・追い払い
捕獲等の協力・支援

（注）
は，相談・助言，支援，指導

の協力・連携関係にあることを
意味するものである。

ニホンザル管理実施計画

【市町村】

○実施計画の策定・見直し

【農家，住民等】
○被害防除対策（農地・人家周辺環境の適正管理の実施）
○出没状況・被害状況の把握

ニホンザル管理の実施
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 1．用語の解説 

 

・地域個体群・・・・全国的に見るとサルの分布は局所的になっており、サルを個体と

か群れ単位ではなく、その局所的な地域集団全体を一つの単位と

して把握したもの 
 

・ポピュレーション・サルの群れの連続分布の全体を一つの単位として把握したもので、

地域個体群よりは小さい単位。連続分布とは群れの遊動域が互い

に重複したり隣接している状態をいう。 
 

・群れ・・・・・・常にまとまって行動するメスとコドモと数頭のオスからなる集団。

サルの群れは母系社会であり、メスは一生その集団で過ごすが、

オスは必ず生まれた群れを出る。 
 

・群れ外オス・・・・群れのメスたちのまとまりの外にいて、群れのサルたちと持続し

た親和的関係をもたないオスのこと。群れ外オスには、｢非追随オ

ス｣(日常生活の中で群れの動きとは独立して行動しているオス

で一般にはハナレザルと呼ばれる。)と｢追随オス｣(群れの動きに

一時的にせよ継続的にせよ追随しているオス)がいる。 
 

・群れの分裂・・・・群れの個体数が増加した場合などに起こる現象で、群れは 2 つに

別れて独立して行動し、独自の遊動域を構えるようになる。それ

を群れの分裂という。 
 

・遊動域・・・・・・群れが利用している地域の全体 
 

・追い上げ・・・・・群れを対象に、目標地域を明確に定めて、人家や農耕地のないそ

の地域に群れが完全に定着するまで、被害を起こしている農耕地

から人為的に群れを移動させること。これまで全国各地のサル対

策でこの言葉がよく使われてきたが、追い払いの同義語としてで

あり、ここで定義した追い上げとは意味が異なる。群れの追い上

げ成功例は全国でまだ一例もない。 
 

・追い払い・・・・・ある地点(多くの場合農耕地)にサル(群れであるか群れ外オスで

あるかを問わない。)が現れたときに、その地点からサルを人為的

に退去させること。しかし、結果として群れの遊動域拡大に拍車

をかけたり、群れに追随している群れ外オスたちを｢追い散らし｣

たり、群れを分裂させて分裂群を他地域に｢追い出し｣してしまう

ことが多い。 
 

・後背地・・・・・・群れの遊動域よりも水系のより上流域ないし源流域をいい、そこ
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には人家や農耕地がなく、一般には奥山と呼ばれる地域。  
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2．サルの識別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オス 

メス 

オスは肩・尻が高く、横から

見た場合凹型に見える 

メスは肩・尻が低く、横から

見た場合凸型に見える 

横から 

後ろから 
オス メス 

ワカモノオス 

オトナオス 



- 47 - 

 

3．全国各地の農作物被害防止対策とその利点と欠点 

 

全国各地では、これまでさまざまな方法でサルによる農作物被害を防ぐ対策(農耕地

からの追い払い対策)が実施されてきた。ここではそれらを網羅的に列記し、それぞれ

の利点と欠点について整理した。 

 

１ 柵を用いた囲い 

(1) 電気柵 

   利点：正しく設置・管理されていれば、効果は高い。 

   欠点：雨雪や雑草などでも漏電し、日常管理にも手間がかかる。償却期限は 5 年

から 10 年である。 

(2) 全体を囲んだ柵(金網等で天井も囲った丈夫なハウス型のもの) 

   利点：丈夫であり、周りをすべて囲えば効果は高い。 

   欠点：大きなものは経費がかかる(家庭菜園向き)。トタンは高価で設置に人手が

必要で、陽をさえぎり、風にも弱く、人の出入りも面倒となる。網は穴が

あきやすく、積雪でも壊れやすい。 

     ※周囲を囲った上にサルが登れないようトタン等で嵩上げした柵(それなりの

高さが必要)は試してみる価値はあるが、網で天井も囲い、接地地面から入

られないようにすることが必要である。 

(3) 魚網等を用いた簡易な柵、囲い等 

   利点：安価、簡便、特段の設備を必要としない。 

   欠点：サルが絡まると暴れて、柵が破損しやすい。人身被害の可能性もある。 

(4) 畑と林の間に有刺鉄線やカラタチの木を植える 

   利点：周りを囲うように設置され、または植樹されていれば効果はある。 

   欠点：有刺鉄線はツル性の植物に埋もれやすく、また錆びやすい。カラタチはト

ゲが長くなると、管理が手間である。 

 

２ 動物等を用いた忌避効果 

(1) 犬 

   利点：初期は効果あり。常時人あるいは複数の犬がいればより効果は大きい。 

   欠点：サルは犬の行動特性をすぐ読むようになる。犬によってはサルに好意を示

すものもいる。犬の世話や訓練が必要。放し飼いができない(柵の中であ

れば可)。1 頭だけ、あるいは繋いであるとサルが慣れて通用しなくなる。 

(2) ニワトリや七面鳥を放す 

   利点：放鳥（設置）設置初期には効果がある。地上性の鳥類はかなり攻撃的でう

るさいのでサルが嫌がる。 
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   欠点：鳥類の世話が必要となる。また、他の肉食獣から鳥を守る必要がある。 

(3) 動物(サルを含む。)の死体や頭骨等を置く 

   利点：設置初期には効果がある。最初は嫌がるようだ。 

   欠点：危険とセットにならないとすぐに関心を示さなくなる。 

(4) 爆音機 

利点：設置初期には効果がある。 

欠点：すぐに慣れて効果がなくなる。音が大きくうるさい。人家近くでは迷惑に

なる。 

(5) 川村あるいは万田による感応式強煙火システム 

   利点：サルの侵入に合わせて音が出るため、サルが慣れるのを防ぐことができる。 

   欠点：常時手入れが必要。赤外線による感応式のため、枯れ葉等による誤作動が

多い。 

        ※実験的な使用があっただけで、実用には至っていない。 

(6) ラジオを鳴らす 

   利点：設置初期には効果がある。人の話し声や犬の鳴き声などをテープにとり流

すと効果は高い。 

   欠点：実際に人がいれば効果はあるが、すぐ慣れ、効果がなくなる。 

(7) 案山子やマネキンを置く 

利点：初期には効果がある。 

欠点：動かないのですぐに慣れ、効果がなくなる。 

    ※案山子は、江戸時代からとられてきた被害防止対策である。 

 

３ 直接的威嚇 

(1) ロケット花火・爆竹 

   利点：安価で簡便。それなりの効果がある(特にサルがあまり人馴れしていない

場合)。 

   欠点：サルが慣れるとほとんど効果がなくなる。火事に要注意。人が撃たねばな

らない。常備して管理することが必要で、危険がないとはいえない。 

(2) パチンコ・モデルマシンガン 

   利点：サルに当たれば、効果はそれなりに期待できる。 

   欠点：パチンコは当たるまでに訓練が必要で、ある程度の腕力も必要。 

(3) 猟犬 

   利点：人とのコンビであれば効果がある。 

   欠点：人がいなければ効果はほとんどない。一般的な飼い犬と違う訓練が必要。 

(4) 集団での威嚇 

   利点：即効的に効果がある。 

   欠点：多くの人手が必要。群れの誘導や威嚇方法が非常に難しく、効果を持続さ
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せるには繰り返し実施する必要がある。しばしば隣接する集落に追い出す

結果になってしまう。 

 

４ 薬品を用いた嫌悪条件付け 

試薬を食物に混ぜてサルに与え、その食物が嫌いになるようにする方法。まだ実験

的な段階であるが、実用化には問題が非常に多い。 

 

５ 懲らしめ・リハビリ 

  サルを捕獲して、罰を与えて放獣し、そのサルが人を怖がるのを利用する方法。ま

だ実験的な段階で、本当に効果があるかどうかは不明である。 

 

６ 捕獲 

  効果は大きいが、個体の扱い方が難しく、多くは殺処分が伴う。｢サルをもってサ

ルを制す｣という方法も検討される必要がある。 

(1) わなによる捕獲 

   利点：頭数減少による効果はある。 

   欠点：捕獲個体の扱い(放てき、供給、殺処分)が難しい。 

        ※捕獲個体の選択が効果のカギを握る。 

(2) 射殺 

   利点：頻繁に出現する個体や田畑依存割合の強い個体を選択的に行えば効果はあ

る。 

   欠点：射殺する個体を間違えると効果はない。死体の処理も面倒となる。 

 (3) 群れの集団捕獲 

   利点：群れ消滅、頭数減少による効果は大きい。 

   欠点：捕獲方法が高度で準備期間が長い。費用と人手が必要。捕獲個体の扱いも

きわめて難しい。群れごと捕獲してしまうと、遊動域が空洞化することで

隣接する奥山の群れが遊動域を広げ、次々と捕獲し続けなければならなく

なるケースが多く、地域生息群の消滅・絶滅を招きかねない。また、愛護

団体による批判が強い方法でもある。 

 

７ 大型オリを用いた集団捕獲 

大型のオリを作り、その中に群れを誘い込み捕獲する方法 

利点：大量捕獲に向いた方法である。 

欠点：餌付けが必要であり、食物に慣れたサルが増えると逆効果になる場合があ

る。群れの管理を計画的に行う必要がある。オリの作成に経費・人手がか

かる。 
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８ 小型ワナによる捕獲 

(1) 小型オリ 

   利点：簡便であり、どこででも可。ハナレザルや人馴れしたサルの捕獲には最適。 

   欠点：どこでも次第にサルが入らなくなるとの報告がある。位置を変えたり、サ

ルをおびき寄せる方法を考える必要がある。どのような個体の捕獲を目指

すのかによって、各種あるオリの使い分けが必要(野犬捕獲用のものより

は奥行きが欲しい)。 

 

９ 土地利用法の変更 

サルの好む農作物等は、サルに盗られやすい場所には作付けしない。サルが来る場

所には、サルの嫌う農作物等を作付けする。畑の中でも作付け方法を考えて、サルに

盗られにくい構造にする。誰にでも実行可能で、様々なバリエーションが可能だが、

サルの慣れとの闘いで、他の方法と組み合わせて対応する必要がある。 

 

10 ＧＰＳ発信機 

従来の電波発信機より高性能なＧＰＳ発信機を装着し、属する群れの移動状況をモ

ニターする方法。それを利用した接近警報システムを構築すると効果が高まる。 

現時点では、最も効果的な方法で追い上げの状況も把握できることから、電波発信

機更新の際に、段階的にＧＰＳ発信機の装着へ切り替えている。 

利点：電波発信機と比べて、植生や地形の影響は受けるものの観測精度が高く、

測位が容易で、労力も少なく、確実に群れの接近を知ることができるため、効

果的な追い上げ、追い払いが実施できる。また、装置脱落も遠隔操作で可能で

ある。 

欠点：電波発信機に比べると、高価である。また、ビーコン発信スケジュールな

どによるが電池寿命は１年程度のため、群れ評価に伴う集中的な観測を必要と

する場合、捕獲・装着更新頻度が高まる。運用にあたっては、電波発信機同様、

位置を正確に捉えても誰がどのような手段で追い払うかも大変重要であり、地

域ぐるみ、町ぐるみの協力体制が必要である。 

サルが慣れてしまっている場合などには効果がなく、また、ハナレザルには

ほとんど用をなさない。 

 

11 電波発信機(テレメーター) 

群れの個体を捕獲して電波発信機をつけ、群れの移動をモニターする方法。それを

利用した接近警報システムを構築すると効果が上がる。 

ＧＰＳ発信機に次いで遊動域の把握に効果的で、追い上げの状況も把握できる。 

利点：群れの接近を知ることができて、効果的な追い上げ、追い払いができる。 
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欠点：電波の受信、位置推定に労力がかかり、一定の経験・技術を要する。常に

誰かが受信機で群れの位置を捉えている必要があるため、そのための自動追跡

器具の導入にはかなりの費用負担が伴う。また、位置を正確に捉えても誰がど

のような手段で追い払うかも大変重要であり、地域ぐるみ、町ぐるみの協力体

制が必要である。 

サルが慣れてしまっている場合などには効果がなく、また、ハナレザルには

ほとんど用をなさない。 

発信機を装着したサルの死亡や群れからの離脱、発信機の電池寿命(2 年程

度)などによっては効果がなく、また、装着方法が不適切だとサルに負担や傷

を負わせることとなる。 

 

12 長期的農業対策 

(1) 耕作地の工夫 

サルの比較的食べない農作物を山間近くに植え、食べられやすい物を守りやす

い人家近くに植えて、それぞれを管理する。収穫しない果樹などは、剪定や伐採

を行う。耕作地周辺や休耕田は、定期的に草刈りをし、サルが身を隠せる場所を

作らないようにする。 

欠点：人家近くの農作物もいずれ食べられるようになり、さらに対策が必要とな

る。 

 

(2) 森林管理の工夫 

天然林にはできるだけ手をつけないようにする。天然林を広域に伐れば、サル

の生息に影響を与え、山を下りやすくしてしまう恐れがある。林道を建設すると

サルが利用し、山を下りることを助長する。また、伐採によって草原が出現する

とサルの好む植生になり、サルの個体数を増やす結果につながる。 
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4．追い上げ実施方法 

 

追い上げを実施するに当たっては、以下の 10 点を基本とする。 

これら 10 点のうち、以下について留意する必要がある。 

③については、群れの多くのサルが谷底のくぼ地などに集まっていて、上方からの威嚇が

可能な場所だと効果はより高い。その際には、四方八方から威嚇できるよう人員の確保と適

切な配置が必要である。そうすることでサルをパニック状態にし、サルに学習するいとまを

与えないようにすることが重要である。 

⑥については、サルが藪
やぶ

などに逃げ込んでしまい、見失って追尾できなければ、せっかく

③で行った効果も希薄化するので、⑧に記述するように、厚い藪
やぶ

が雪に埋もれ見通しが良く、

カンジキをはけばどこまでも追尾できる冬期間を選んで実施すると効果的である。 

⑦についても同様で、雪上のサルの足跡は群れの居場所を予測し群れを発見する手掛か

りとなるため、⑧にあるように冬期に実施することが望ましい。 

なお、⑩に記述するように、農作物を植付ける春以降も追い上げを実施するとよりその効

果が上がる。 

<追い上げに使用する道具> 

・ライフル銃・散弾銃・空気銃・強力連発花火(銃砲店で取り扱っている。) 

・サル追い犬 

なお、エアガンやパチンコでは音がせず、操作の際に間があいてしまうこともあってサル

はあまり警戒したり恐怖を感じたりしない。このため、銃器の使用が不可能な場合は、でき

るだけ強力な花火を用いるのが効果的であり、8連発花火はサルを追いかけながらでも連射

が可能である。 

① 群れが連続分布する地域では、より山奥の群れから順に追い上げを実施する。 

② 追い上げる目標地域をあらかじめ明確に定める。 

③ 入手や使用が可能でサルに最大の脅威や恐怖を与えることができる強力な道具 

（花火や銃器）を、一斉にかつ大量にサルに向かって使用する。 

④ 追い上げの効果を著しく妨げるように立ち回るサル(人馴れした群れ外オスなど)が 

いれば銃器での捕殺を実施する。 

⑤ 地形によっては訓練された“サル追い犬(モンキードック)”を使う。 

⑥ いったん追い上げを開始したら、上記の道具をできるだけ大量に使用しつつ可能な 

限り群れを追尾する。 

⑦ 日を空けずに、できる限り連日、一週間程度継続する。 

⑧ 追い上げは冬期、特に積雪期に徹底して実施する。 

⑨ ＧＰＳ・電波発信機が装着されている群れは、出産期(4 月～7 月)にも追い上げを 

実施する。 

⑩ 冬期集中追い上げのあと、随時群れのモニタリングと追い上げを行う。 
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サルが進 出しつつある方向(黒の矢印) 

「小野田の群れ」 

5．ポピュレーションを対象とした追い上げの実施イメージ 

 

１ 加美ポピュレーションを対象とした追い上げ実施イメージ 

この地域には 4 群が生息しているが、それら 4 群を現状のまま放置すれば、模式図

に示した黒い矢印の方向に遊動域を急速にシフトさせ、農作物をより多く採食するこ

とでサルの栄養状態が良好になる。その結果、出産年齢が低下し、かつ毎年出産する

ようになって群れの個体数は急増し、群れは分裂し、分布域はさらに人家や農耕地の

広がる下流域へと拡大していくことが強く懸念される。これを防ぐため、後背地の森

林の回復を計りつつ、徹底した奥山への追い上げを実施する必要がある(白い矢印の

方向)。図 14 には｢加美ポピュレーション｣を例として示したが、｢丸森西部ポピュレ

ーション｣についても全く同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14. 加美ポピュレーションにおける群れの追い上げ案の一例 

 

 

２ 仙台・川崎ポピュレーションを対象とした追い上げ実施イメージ 

 この地域に生息する 21 群のうち、「関山峠Ａ群」「奥新川Ｂ１群」は、後背地にか

なり良好な自然が残されているので、奥山への徹底した追い上げが必要である。「奥

新川Ｂ３群」は現在の遊動域の後背地は昭和 50（1980）年代の青森営林局による国

有林大規模皆伐の後、森林が回復傾向にあるため、追い上げを実行に移すことが可能

である。また、そうすることによって、これら 3 群の下流方向への遊動域拡張を防ぐ

ことができ、同時にこれら 3 群のそのような動きによって、「青下の群れ」が、さら

に下流域へと“押し出される”悪影響をも取り除くことができる。なお、「奥新川Ａ１

群」は全頭捕獲され、消滅している。 

「笹谷峠Ａ１群」と「笹谷峠Ａ２群」は「笹谷峠の群れ」から分裂し、遊動域を下流

方向へ拡張しつつある。上流側には「笹谷峠Ｂ群」と「青根の群れ」の 2 群が遊動域

を構えており、これら 2 群の追い上げは「笹谷峠Ａ１群」と「笹谷峠Ａ２群」の将来

「小野田Ａ群」 

追い上げ後の「小野田Ａ群」 
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と密接に関連して極めて重要である。 図 15 には「本砂金の群れ」と隣接する群れ

を例として示したが、上流域の群れの対策が講じられないと「本砂金の群れ」への圧

力となり、人馴れし切った「本砂金の群れ」を人家や農耕地のより多い下流地域へと

押し出す大きな要因にもなる。そのような状態で現状の追い払いを継続すれば、「本

砂金の群れ」は下流の東方向のみならず北や南方向へも遊動域を拡張するだろうし、

分裂して分裂群を他地域へ追い出す可能性も高く、人馴れし切った群れ生まれの若い

オスたちを広域に追い散らすことにもなる(図 15 上の斜線の矢印)。 

 それらを防ぐためにはまず、隣接する 3 群を後背地の奥山へ追い上げ(図 15 下の白

い矢印)、「本砂金の群れ」に、農耕地からの追い払いに際して差し当っての逃げ場を

確保して置くことが重要である。このことは「本砂金の群れ」のサルを捕獲しようと

する場合や、由来不明で発生が確認された「青下の群れ」に関しても全く同様である。 

 なお、上流域に隣接群を持つ「七ヶ宿、白石ポピュレーション」においても同様で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15. 仙台・川崎ポピュレーションにおける群れの追い上げ案の一例 

現状(上図)と追い上げ後(下図) 

太郎川の群れ 

三森山の群れ 

 

青下の群れ 

 

本砂金の群れ 

「本砂金の群れ」の追い上げ 

太郎川の群れ 

本砂金の群れ 

青下の群れ 

 三森山の群れ 

 

追い上げ後の移動方向 

追い上げ後の移動方向 
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３ 追い上げ体制の一例 
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6．県内における狩猟免許所持者数の推移 

 

昭和 45（1970）年度から令和 2（2020）年度までの県内の狩猟免許所持者数の推移

を図 16 と図 17 にまとめたが、依然として狩猟者は減少傾向にある。加えて、図 17 か

ら明らかなように、狩猟者の高齢化も進行しており、本計画のみならず他の有害鳥獣駆

除等の捕獲実行者の確保が課題である。 

近年では、20～39 歳までの若年層で狩猟免許所持者が増加してきたものの、依然と

して第一種銃猟免許所持者数は減少傾向となっている。 

 

図 16. 種類別狩猟免許所持者数 

 

図 17．狩猟免許所持者年代別の割合 
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